
 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクルの確立のため 

毎年度、施策の実施状況及び目標の達成状況を調査・分析及び評価、公表する必要 

※ 評価については、県による自己評価のみでなく、第三者の関与が望ましい 

 

 本推進会議を活用した以下のスキームにより、ＰＤＣＡサイクルを回している。 

（「第六次やまぐち高齢者プラン」の初年度経過後の令和元年度より実施。） 

 

○ 

時期 ～７月 ８月 ９～11 月 12 月～ 

推進会議 
     

      

県 
     

 

○ 

項 目 内容 

調 査 県で実施（仮評価まで） 

推進会議に報告 分 析 

評 価 推進会議で審議、評価の決定、意見聴取 

公 表 県ＨＰで公表（会議資料、評価結果） 

開催時期 秋頃（９月～11 月） 

 

① 市町が行う自立支援、介護予防・重度化防止及び介護給付適正化の取組への支援施

策及び目標の設定（法第 118 条第２項） 

② 支援施策の実施状況及び目標の達成状況の調査・分析及び評価（法第 118 条第８項） 

③ 評価結果の公表（法第 118 条第９項） ※ ③は努力義務 

報告 評価結果 

資料１ 


